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台湾民法の成年後見新制度
―実務運営についての研究

陳誠亮（台湾知的障害者親の会理事）

皆さま、こんにちは。台湾の知的障害者親の会を代表して、この場所で発表
ができて非常にうれしく思います。後見制度の現実的な運用の検討についてお
話をしたいと思います。私の息子は今年 28 歳です。私自身、ふだんは台湾大
学の化学工業学科で働いています。台湾の民法はずっと変化していなかったの
ですが、8年前、この後見人制度に関する条文が変わりました。20 歳で成年と
いうことです。19 歳以下の人は法律的な行為能力がないということです。
この条例の中で、どのような条件の下で誰が申請するのか、裁判官が申告す
るのか、禁治産宣告するのかということです。民法ではこのような簡単な条文
があるのですが、実際の場合、どういった人が禁治産宣告を必要としているか、
保護を必要としているかということです。それぞれのケースに大きな差がある
のです。例えば、事例 1では、父親が突然死去しました。そして重度の知的障
害のある息子が自らの遺産を処分できないということがあります。そして、機
関の職員が、お母さんの方が、それを売ってしまったのです。それに同意して
いるのでしょうか。こういった紛争になるのを防ぐために、裁判官にこの子ど
もには独立した決定能力があるのか、もしくは後見人を必要とするのか、保護
が必要なのかということを判断させようとしたのです。
台湾では軽度知的障害の者はなるべく外で働くようにと奨励しています。し
かし、そこでさまざまなトラブルも起きています。例えば、1週間で 24 台の
携帯電話を注文して、その電話料金が 18 万台湾ドル（66 万円程度）にも達し
たというケースもあります。事例 3では、街頭でクレジットカードを申請し、
1週間で利用限度額に達してしまいました。事例 4のように、名義貸しで会社
の責任者になり、偽造文書で訴えられた件もあります。事例 5は、露天商に名
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義を利用されて多額の金額を払わされた、事例 6は、保証人になって多額の負
債を背負わされたというものです。
このようなひどい結果が起こるので、さまざまな現象が今起こっています。
法改正前は、事例 1のみが禁治産宣告の保護対象となることができました。事
例 2や事例 3のように、周りに財産があったり、家族がいたりする場合、その
家族に資産を売られてしまうことがあります。ですから、台湾では年配の者に
資産がある場合は、全てではなく一部を強制信託、自益信託にし、自分の資産
を適切に処分するということを勧めています。
また、ひどい双極性障害の患者が、自らの資産を適切に管理できないという
問題も起きています。例えば、実際の申請とその承認の差、利用とニーズに大
きなギャップがあります。その宣告を受けたとき、当人の財産の剥奪というの
が申請理由で最大のものです。こういったところの制度で不足している部分が
あったので、今回修正を行ったのです。
では、どういった修正が行われたのか。8年をかけて修正を行いました。そ
して改革を行ったのです。この修正法が 2009 年に採択されました。11 月から
実施されました。どのような新しい変化が起きたのかをご説明します。これま
では禁治産宣告という名称だったのですが、これは自らの資産を管理するのを
禁止するというマイナスイメージの言葉でした。ですから今回、監察保護とい
う概念を入れたのです。成年後見制度に変わりましたが、これは後見宣言を受
けた者の保護、そして人格の尊厳を守り、権益を守るということに重点があり
ます。
また、今回新しく補助宣告というものが増えました。先ほど、双極性障害で
あるとか、保証人にならされた、1200 万台湾ドルを払わなくてはならなくなっ
たということがありましたが、こういった人は能力的には成年後見人宣告を受
けるほどではないので、こういった場合に補助宣告という新しい枠組みができ
ました。法律の審理の際、受け答え、フィードバックの能力があると裁判官が
判断すると、補助宣告になることがあります。
では、申請についての要件ですが、午前中に韓国の学者の方のリポートを聞
きました。台湾のこれまでの民法でも、心神喪失、精神薄弱によって自らの事
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柄を対処できない場合が要件だったのです。でも、どういったものが心神喪失
で精神薄弱なのか明確ではありませんでした。ですから、今回どのような状況
であればそうなのか、例えば、自分の意思表示や描写といったところをはっき
りさせるようにました。
どのような人が申請できるのでしょうか。申立権者ですね。今までは配偶者
や最も近しい家族 2人、もしくは検察官だったのです。それ以外の者は権利が
ありませんでした。でも今回、変更して、より多くの人が申立てをできるよう
になりました。例えば、社会福祉機関やその主管機関などです。検察官のサポー
トを受けて、こういったところが申立てをすることができるようになりました。
こういった主管機関や社会福祉機関もこの申立権者の範囲に含まれるようにな
りました。
では、誰がこの後見人の人選を行うかということですが、今までの民法では
順序に関する選択肢がありませんでした。全てこの優先順位で決めていました。
例えば配偶者、その次が両親、その次が年長者、保護者です。しかし、家族が
後見人に適切かどうかというと、そうとも限らないのが事実です。ですから、
社会福祉機関や主管機関など、その他の適切な者も人選に含まれることになり
ました。
また、後見宣告もしくは補助宣告をした後、これは裁判官が判断するのです
が、財産目録発行の立会人も派遣します。そして、後見人が全ての財産目録を
書き出し、正確に作成したかを監督するのです。
今日は日本の学者の方から、必要なときに、周りの 1人以上の人が後見人に
なることができるというお話がありました。後見人の責任は非常に大きいので
す。ですからルールが必要です。今までのように、やりたいようにするという
ことではいけないのです。ですから適切な監督が必要です。このとき、1人の
みが後見人になるのは必ずしも適切ではないかもしれません。複数の者がなっ
てもいいと思います。では、どういった権利と義務があるのでしょうか。
改正前は、財産事務や身上監護など、その責任は曖昧でした。ですので、後
見人の資格を得てから資産を売却するような人が現れました。現在は、民法の
中で、後見人は監督を受ける必要があるとなっています。価値が 1000 万円で
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あれば、500 万円を売却する、これは善良な後見人ではないと言えます。です
から、法律的な地位は高い、しかし責任は明確ではないということがありまし
た。
今までは家族が後見人になることが多く、家族会議で監督していたのですが、
なかなかそれが難しいということで、今後は裁判所が監督するというように変
わっています。不動産の購入または処分は裁判所の許可が要るということにな
りました。今まで、監督がしっかりしていなかったので、いろいろな問題が起
きていましたが、監督があるので、その責任がもっと明確にされ、重くなって
います。
ここにある事例は、私の息子のクラスメートの話です。2009 年に当人のお
父さまが亡くなりました。当人は非常に重い知的障害者でした。ですから、親
族と共に家屋 2軒を共同で相続することになったのです。彼にはお姉さん、お
母さんがいました。共同で相続したのです。
この家屋は他にも親族がいたので、一つの家屋を売却しようということにな

りました。お母さんは印鑑の登録申請を行い、当人名義の不動産を処分しよう
としました。ですので、行政の戸籍係が来ました。そして、これには禁治産宣
告の手続きが必要だと判断しました。禁治産宣告が必要ということで、裁判所
に行って手続きを行いました。病院で知能鑑定が必要だと言われました。10
月になり、裁判所は当人を禁治産宣告の該当者とすることに同意しました。そ
して母親が後見人になることを認めました。その 1カ月後の 11 月に、民法の
新しい制度が施行されました。ですから、これは禁治産ではなく成年後見制度
宣告になりました。
1月になり、裁判所が、後見人である母親の当人名義の家屋 1軒の処分に同

意しました。その手続きをするということを 1カ月間公示して、順調に売却す
ることができました。民法の新しい制度がないときであれば、母親は自分の立
場で売却していたと思いますが、新しい制度で新しい手続きが行われたという
ことです。
その後、2011 年 1 月に 2軒目の不動産を処分しようという計画が起きました。

裁判所はこのとき、子どもはどのぐらいの財産があるのかを知りたいと考え、
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後見人に財産目録を作成するように指示しました。そのときに、当人の姉を財
産目録作成の立会人として提示することになりました。この者は全ての財産を
リストアップすることができるという信用関係があったので、全ての財産を裁
判所に報告し、裁判所もこれを認めました。こういった財産の処分は全て、今
後、裁判所の同意が必要となります。裁判所は 2011 年 5 月に 1軒目と同じよ
うに処分に同意し、最初のスタートから売却まで 5カ月の月日を必要としまし
た。母親は、今までは合法的な後見人だったので直接売却したと思うのですが、
新しい制度の下では、今後は全て裁判所の同意が必要というふうに変わってい
ます。ですから、こういった外部からの監督という力がこれからは働くのです。
毎年 1700 人が禁治産宣告を受けていましたが、こういった新制度ができて

から、それが 7600 人に増えました。また、申請の比率は 66％アップしました。
毎年、後見の申立ては倍増しています。民法の新しい制度ができて、去年まで
人数はものすごく伸びています。非常に安定した大きな伸びを示しています。
また、宣告を要求されるという状況も出ています。補助申立てというものも
できました。最初は 300 名ほどでしたが、去年で 500 名ほどになっています。
これも安定した伸びです。
こういった補助申立て宣告の人は、銀行の口座をつくることができるのか、
新しいクレジットカードを申請できるのか、銀行もしくはクレジットカードの
会社も、その者が宣告を受けているかどうか分からないというのも事実なので
すが、今まで乱用して大きな浪費が生じていたことと比べると、この補助を受
けている人は、自らの力でクレジットカードに申し込みをし、この人が私の補
助者であると言うことができます。
どの会社でも信用の記録を調べ、この人が宣告を受けている者かどうかを調
べます。それによってみだりにクレジットカードを申請し過ぎることを防ぐよ
うになっています。ここで注意すべきなのは、この赤い部分です。見たところ、
2015 年、5000 人ほどが後見宣告や補助宣告に変更しています。4500 人という
のはその家族もしくは配偶者が後見人となっています。
しかし、社会福祉機関や主管機関も 100 近くが後見人になっています。です
から、90％が家族による後見人ですが、やはり 10％ほどは社会福祉機関など
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が後見人になっているということです。必要なときに適切な第三者が後見人に
なることができます。比率としてはまだまだ少ないのですが、民法では後見人
が報酬を受けることができる、裁判官がその額を決めることができるというこ
とになっています。
経済状況を見て報酬額を決めるのですが、社会はこの可能性に対して非常に
消極的です。ですから第三者が後見者になることは比率的には非常に少なく、
90％が家族ということです。家族間では報酬がなかなか発生しません。日本は
30％だと聞きました。ですから、台湾の 10％とは違った状況であるというこ
とが言えます。では、誰がその後見人になるかということですが、やはり配偶
者が多いと言えます。これも申請が必要です。90％以上が家族、5％が主管機関、
社会福祉機関などであるということです。
民法の新制度について、全体的に言うと、これまでは家族を重視していまし
た。現在は新しい追加の力を投入しています。ですから、多くの人がこういっ
たものの力をこれから借りることができます。私が強調したいのは、当事者の
最善の利益です。以上です。ありがとうございました。
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       ไᗘ 
㡯┠ 

ᨵṇ๓㸸⚗⏘ᐉ࿌ ᨵṇᚋ㸸ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ 

⾜ᮇ 2009ᖺ11᭶23᪥๓ 2009ᖺ11᭶23᪥௨㝆 

ྡ⛠ ⚗⏘ᐉ࿌ ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ࠊ⿵ຓᐉ࿌ 

⾜Ⅽ⬟ຊ ࠕ⚗⏘ᐉ࿌ࠖࡓࡅཷࢆ
 ࡋ࡞Ⅽ⬟ຊ⾜ࡣ⪅

ࡣ⪅ࡓࡅཷࢆᚋぢᐉ࿌ࠖࠕ    
⾜Ⅽ⬟ຊࡋ࡞ 
ࠊࡣ⪅ࡓࡅཷࢆຓᐉ࿌ࠖ⿵ࠕ    
༢ἲᚊୖࡢ┈ࢆᚓࡇࡿ
ࡧᖺ㱋ཬࡢࡑࡣཪࠊ࡚࠸࠾
㌟ศࠊ᪥ᖖ⏕άᚲせ࡞ົ
ࠋࡿࡍ᭷ࢆⅭ⬟ຊ⾜࡚࠸ᇶ࡙
Ẹἲ15-2᮲ྛྕࡢ⾜Ⅽᚑ
 ᚲせࡀពྠࡢຓே⿵㝿ࡿࡍ

ࡢ㑅ᢥࡋ࡞㸟⚗⏘(ᚋぢ)ᐉ࿌ࡳࡢ 
 

⚗⏘(ᚋぢ)ᐉ࿌ĺ�⾜Ⅽ⬟ຊࡋ࡞ 
 

㍍࣭୰ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡣ⾜Ⅽ↓⬟ຊࡣ
 ࡉ⏘(ᚋぢ)ᐉ࿌⚗ࠊĺ㏻ᖖ࠸࡞࠼࠸
 ࡎࢀ

ᚲせᛂ࡚ࡌศ㢮�

ϴ�

ẸẸἲࡢᡂᖺᚋぢ�᪂ᪧไᗘࡢẚ㍑�
       ไᗘ 
㡯┠ 

ᨵṇ๓㸸⚗⏘ᐉ࿌ ᨵṇᚋ㸸ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ 

⾜ᮇ 2009ᖺ11᭶23᪥๓ 2009ᖺ11᭶23᪥௨㝆 

ྡ⛠ ⚗⏘ᐉ࿌ ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ࠊ⿵ຓᐉ࿌ 
⏦❧࡚せ௳ ᚰ⚄႙ኻཪࡣᚰ⚄⪖ᙅࡾࡼ

⮬ᕫࡢົࢆฎ⌮࡛࠸࡞ࡁ⪅ 
1. ⢭⚄㞀ᐖཪࡢࡑࡣࡢ▱⬟
Ḟ㝗ࠊࡾࡼពᛮ⾲♧ࡋࡶ
ࡁ࡛ࡀ㡿ཷࡢ♧⾲ពᛮࡣࡃ
ࡢ♧⾲ពᛮࡢࡑࡣཪࠊ࠸࡞
ຠᯝࡢᘚ㆑࠸࡞ࡁ࡛ࡀ⪅  

2. ⢭⚄㞀ᐖཪࡢࡑࡣࡢ▱⬟
Ḟ㝗ࡢࡑࠊࡾࡼពᛮ⾲♧
ࢆ㡿ཷࡢ♧⾲ពᛮࡣࡃࡋࡶ
ࡢ♧⾲ពᛮࡢࡑࡣཪࠊࡿࡍ
ຠᯝࡢᘚ㆑ࡿࡍࢆ⬟ຊࡀⴭ
 ⪅ࡿ࠸࡚ࡋ㊊ࡃࡋ

ᪧẸἲ➨��᮲�㡯ࡢつᐃࠊࡣព
ࡸࡌ⏕ࡀၥ⏝㐺ࠊ࡛░᫂ࡀ
�ࠋࡓࡗࡍ

Ḟ㝗⬟▱ࡢࡢࡑࡣ⢭⢭⚄㞀ᐖཪࠕ
ࡢ♧⾲ពᛮࡣࡃࡋࡶ♧⾲ពᛮࠊࡾࡼ
ཷ㡿ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡀཪࡢࡑࡣពᛮ⾲♧
�ࠋᨵṇࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᘚ㆑ࡢຠᯝࡢ
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ϵ�

ẸẸἲࡢᡂᖺᚋぢ�᪂ᪧไᗘࡢẚ㍑�
       ไᗘ 
㡯┠ 

ᨵṇ๓㸸⚗⏘ᐉ࿌ ᨵṇᚋ㸸ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ 

⾜ᮇ 2009ᖺ11᭶23᪥๓ 2009ᖺ11᭶23᪥௨㝆 

ྡ⛠ ⚗⏘ᐉ࿌ ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ࠊ⿵ຓᐉ࿌ 

⏦❧ᶒ⪅ ᮏேࠊ㓄അ⪅ࡶ᭱ࠊ㏆࠸㛵ಀ
 ᐹᐁ᳨ࡣぶ᪘2ேཪࡢ

ᮏேࠊ㓄അ⪅ࠊᅄぶ➼ෆࡢぶ
᪘᭱ࠊ㏆1ᖺ㛫ྠᒃࡢᐇ
ࠊᐹᐁ᳨ࠊぶ᪘ࡢࡑࡿ࠶ࡀ
⟶ᶵ㛵ཪࡣ♫⚟♴⤌⧊ 

ぶ᪘㆟౫Ꮡ㸽 

♫⚟♴⟶ᶵ㛵ࡸ 
ᑓ㛛ࡢ♫⚟♴⤌⧊ 
⏦❧࡚ᶒ㝈ࡋ࡞㸽㸟 

ุᡤཪ᳨ࡣᐹᐁࡀ㐍࡛ࢇ�
�ࢀࡲࡃࡈࠊࡣࡇ࠺⾜ࢆ࡚❧⏦

⏦❧ᶒ⪅ࡢ⠊ᅖᣑ㸸    
       ᮏேࠊ㓄അ⪅ࠊ 
       ᅄ➼ぶෆࡢぶ᪘ࠊ 
       ྠᒃぶ᪘ࠊ 
       ᷙᐹᐁࠊ 
      ⟶ᶵ㛵ࠊ♫⚟♴⤌⧊ 

ϭϬ�

ẸẸἲࡢᡂᖺᚋぢ�᪂ᪧไᗘࡢẚ㍑�
       ไᗘ 
㡯┠ 

ᨵṇ๓㸸⚗⏘ᐉ࿌ ᨵṇᚋ㸸ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ 

ᚋぢேࡢ
ே㑅 

⚗⏘⪅ࡢᚋぢேࠊࡣ௨ୗࡢ
㡰ᗎ࡛ࢆࢀࡇᐃࠋࡿࡵ� �  
 ࠋ⪅㓄അࠊ୍
ࠊ∗ẕࠋ 
 ࡿࡍᒃྠ⪅⏘⚗ࠊ୕
� � ♽∗ẕࠋ 
ᅄࠊᐙ㛗ࠋ 
ࠊ∗ぶཪࡣẕぶ࡛ࢀࡎ࠸ 
� � ᚋṚஸࡀ⪅ࡓࡋ㑇ゝ�  
� �  ࠋ⪅ࡓࡋᣦᐃࡾࡼ
� ๓㡯ᇶ࡙ࡁᚋぢேࢆᐃࡵ
ุࠊሙྜ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿ
ᡤࡀぶ᪘㆟ࡢពぢࡋྲྀ⫈ࢆ
 ࠋ㑅ᐃ࡛ୖࡓ

㓄അ⪅ࠊᅄぶ➼ෆࡢぶ᪘᭱ࠊ
㏆1ᖺ㛫ྠᒃᐇࡑࡿ࠶ࡀ
♫ࠊ⟶ᶵ㛵ࠊぶ᪘ࡢࡢ
⚟♴⤌⧊ཪࡢࡑࡣ㐺ᙜ࡞⪅ 

ุᡤࠕࡣᚋぢ(⿵ຓ)ᐉ࿌ࡓࡅཷࢆ
ᚋぢࠕࡁᇶ࡙┈ࡢၿ᭱ࡢࠖ⪅
ேࠖࠕࠊ⿵ຓேࠖࢆ㑅ᐃ 
 
⟶ᶵ㛵ཪࡣ♫⚟♴⤌⧊ࠕࡶᚋ
ぢேࠖࠕࠊ⿵ຓேࠖࡿࢀ࡞ 
 
ุᡤࠕࡣ㈈⏘┠㘓సᡂࡢ❧
ேࠖࢆᣦᐃ࣭ὴ㐵࡚ࡋᚋぢேࡀ☜
ᐇ㈈⏘┠㘓ࢆసᡂࢆྰࡓࡋ
 ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ╩┘

ᚋぢேࡢ㡰ᗎ 
ࡢ㑅ᢥࡋ࡞㸟 

ᙜ⪅ࡢ 
᭱ၿࡢ┈ࢆ 
ศ⪃៖ࡎࡏ 
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ϭϭ�

ẸẸἲࡢᡂᖺᚋぢ�᪂ᪧไᗘࡢẚ㍑�
       ไᗘ 
㡯┠ 

ᨵṇ๓㸸⚗⏘ᐉ࿌ ᨵṇᚋ㸸ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ 

ᚋぢேࡢ
㈨᱁ࠊ 
ேᩘ 

 㢮㸸ᚋぢே✀ࠊ୍
ࠊேᩘ㸸ᚋぢேࢆ」ᩘ�  
� � �⬟ྍࡀࡇࡿࡍ  
� � 㸦㌟ୖ┘ㆤཪࡣ㈈⏘ 
� �  ෆᐜࡿ࡞␗࡞⌮⟶
� �  ᢸ⮬ྛࢆົ⫋ᚋぢࡢ
� � ᙜ㸧 
 ௳㈨᱁せࠊ୕
    ᮍᡂᖺ⪅ࠊཬࡧ⚗⏘
 ࠋࡎᚓࡾ࡞ᚋぢேࠊࡣ⪅

 ຓே⿵ࠊ㢮㸸ᚋぢே✀ࠊ୍

ࠊேᩘ㸸ᚋぢேࡿࡍᩘ「ࢆ

⌮⟶⏘㈈ࡣ㸦㌟ୖ┘ㆤཪ⬟ྍࡀࡇ
⫋ࡢຓ⿵ࡣᚋぢཪࡢෆᐜࡿ࡞␗࡞
 ᢸᙜ㸧⮬ྛࢆົ

 ௳㈨᱁せࠊ୕
    ᚋぢᐉ࿌ࢆ⪅ࡓࡅཷࢆ┘ㆤࡿࡍἲ
ேࡣࡃࡋࡶ⤌⧊ཬࡢࡑࡧ௦⾲⪅ࠊ㈐
⧊⤌ࡣࡃࡋࡶᙜヱἲேࡣཪࠊ⪅௵
㞠⏝ࠊጤ௵ࡢࡑࡣࡃࡋࡶ㢮ఝࡢ㛵
ಀࠊࡣ⪅ࡿ࠶ᙜヱ⿕ᐉ࿌⪅ࡢᚋぢ
ேࡾ࡞ᚓࠋࡎᮍᡂᖺ⪅ࠊᚋぢཪࡣ
⿵ຓᐉ࿌ࡾྲྀࡅཷࢆᾘ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
࠸࡞࠸࡚ࡋᶒࡅཷࢆᐉ࿌⏘◚ࠊ⪅
 ࠋࡎᚓࡾ࡞ᚋぢேࠊࡣ⪅ኻ㋑ࠊ⪅

⿵ຓேୖࡶ㏙ࡢつᐃࢆ
 ࠋ⏝‽

ϭϮ�

ẸẸἲࡢᡂᖺᚋぢ�᪂ᪧไᗘࡢẚ㍑�
       ไᗘ 
㡯┠ 

ᨵṇ๓㸸⚗⏘ᐉ࿌ ᨵṇᚋ㸸ᡂᖺᚋぢᐉ࿌ 

ᚋぢேࡢ 
⫋ົ⠊ᅖ 

㈈⏘ົ㌟ୖ┘ㆤ 1. ᚋぢேࠊࡣᚋぢᐉ࿌ࡅཷࢆ
ࠊ㣴ㆤ࣭⒪ࠊά⏕ࡢ⪅ࡓ
ཬࡧ㈈⏘⟶⌮㛵ࡿࡍ⫋ົ
 ࠋ࠺⾜ࢆ

2. ⿵ຓேࠊࡣ⿵ຓᐉ࿌ࡅཷࢆ
ࠊ㝿࠺⾜ࢆⅭ⾜ࡢᐃ≉ࡀ⪅ࡓ
ྠពᶒࢆ᭷ࠋࡿࡍ 

┘╩᪉ἲ ぶ᪘㆟ ุᡤ 

ၿ⟶ὀព⩏ົࢆ�
㈇࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ�

ᚋぢேࡀ⿕ᚋぢேࡢື⏘ᑐ࠺⾜࡚ࡋ௨ୗ2ࡢࡘἲᚊ⾜Ⅽࠊࡣ 

ุᡤࡢチྍ࡚ࡋࡃ࡞ຠຊࠋ࠸࡞ࡌ⏕ࢆ 
     ࠋࡇࡿࡍฎศࡣ㉎ධཪࢆ⏘ືࠊࡾࢃ௦ᚋぢே⿕ࠊ୍ࠕ
    ࠊ⿕ᚋぢே௦ࠊࡾࢃ⿕ᚋぢேࡢᒃఫ౪ࡿ࠸࡚ࡋᘓ≀ 
� � � �ࠊࡋ౪⏝ࡢேࠊࡋ㈤㈚ࠊ࡚࠸ࡘᆅᩜࡢࡑࡣࡃࡋࡶ  
� � � ཪࡣ㈤㈚ࢆ⤊ࠋࠖࡇࡿࡍ 

ᚋぢேࡢ㈐௵ࡀ᫂☜㸟 

ᚋぢࢆุᡤࡀ┘╩ 㸦ࠕぶ᪘㆟ࠖ௦ࡾࢃ㸧 
༢⊂ฟ㈨ࡸඹྠ⤒Ⴀཪࡣἲே
ᾘ㈝㈚ࠊࡇࡿ࡞⪅௵㈐ࡢ
ࠊዎ⣙⥾⤖ࠊ㈈⏘ࡢฎศࠊ
ಶูࡢ≧ἣࢆ㚷࡚ࡳᣦᐃࢀࡉ
 ࠋⅭ⾜ࡢᐃ≉ࡿ
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∗ 
Father  

ᙜே
Client  
severe ID 

ፉ2ே Two 
Daughters 

ẕ
Mother  

♽ẕ 
Grandmother 

♽∗㸦ἐ㸧 
Grandfather  

∗ぶࡢᘵ 
)DWKHU¶V�
brother  

ᐙ᪘࡛ᙜே∗ぶࡢ 
㑇⏘ࢆඹྠ┦⥆ 
All families share 
father’s property ϭϯ�

Ẹἲࡢᡂᖺᚋぢ᪂ไᗘࡢᐇ�

Date ᮇ Doer ே≀ Procedure ฟ᮶ 
ᙜேࡢ∗ぶ2009ࡀᖺ8᭶Ṛཤࠊᙜேࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠊぶ᪘ᐙᒇ2
㌺ࢆඹྠ┦⥆ 

�

Date ᮇ Doerே≀ Procedure ฟ᮶ 
ᙜே∗ぶ2009ࡀᖺ8᭶Ṛཤࠊᙜேࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠊぶ᪘ᐙᒇ2㌺
 ⥆┦ඹྠࢆ

2009/08/xx ẕぶ ᙜேྡ⩏ࡢື⏘ࢆฎศ࡚ࡋ⏕ά㈝ࠊࡵࡓࡿࡍẕぶࡀ
༳㚷ࢆⓏ㘓⏦ㄳ 

2009/09/xx ⾜ᨻ⫋ဨ ᡞ⡠㛵ಀࡢ⾜ᨻ⫋ဨࡀᙜேࡢ⚗⏘ᐉ࿌ᡭ⥆ࡀࡁᚲせ
 ุ᩿ࡾ࠶ᛶ⬟ྍࡿ࡞

2009/09/15 ẕぶ ุᡤ࡛⚗⏘ᐉ࿌ᡭ⥆ࡁ 

2009/10/05 ᣦᐃ㝔 ▱⬟㚷ᐃࠊ♫㐺ᛂᛶホ౯ 

2009/10/23 ุᡤ 
 

ᙜேࢆ⚗⏘ᐉ࿌ࡢヱᙜ⪅ྠࡇࡿࡍពࠊẕぶࡀᚋ
ぢே 
 

2009/11/23 Ẹἲࡢᡂᖺᚋぢ᪂ไᗘࡀṇᘧ⾜ 

2010/01/18 ุᡤ ᚋぢேࡿࡼᙜேྡ⩏ࡢᐙᒇ1㌺ࡢฎศྠពࠊ 
බ♧ 

2010/02/24 ุᡤ 1࢝᭶ࡢබ♧ᮇ㛫⤊ࠊᐙᒇ1㌺ࡢฎศྠព㛵ࡿࡍබᩥ
᭩ࢆṇᘧⓎ⾜ 

᪂ไᗘ

⏦ㄳ

ุᡤࡀ 
༷ྠព 
♧᭶㛫බ࢝1

 ᭶࢝7

ϭϰ�

㚷ᐃ

ᐉ࿌

Ẹἲࡢᡂᖺᚋぢ᪂ไᗘࡢᐇ�

ᐙᒇ༷

⹊塉ᵸ�
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�

�ĂƚĞ�㔀㗝� �ŽĞƌ�ᵸ䄧� WƌŽĐĞĚƵƌĞ�₸㘣ᵉ�
ᙜே∗ぶ2009ࡀᖺ8᭶Ṛཤࠊᙜேࡣ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠊぶ᪘ᐙᒇ2㌺
 ⥆┦ඹྠࢆ

2011/01/21 ᚋぢே ᗘࡣᚋぢேࡀᙜேࡢඹྠྡ⩏ୗ2ࡿ࠶㌺┠ࡢື⏘
 ⏬ィࢆฎศࡢ

2011/02/05 ุᡤ ㈈⏘┠㘓సᡂࡕ❧ࡢ࠺㐺ᙜ࡞ே㑅ࡢᥦ♧ࢆุᡤ
 せồࡀ

2011/03/08 ᚋぢே ᙜேࡢጜࢆ㈈⏘┠㘓సᡂࡢ❧ே࡚ࡋᥦ♧ 

2011/04/07 ุᡤ ᙜேࡢጜࢆ㈈⏘┠㘓సᡂࡢ❧ேྠࡇࡿࡍព 

2011/04/15 ᚋぢே ㈈⏘┠㘓సᡂࡢ❧ேࡀᙜேࡢ࡚ࡍࡢ㈈⏘┠㘓ࢆሗ࿌ 

2011/04/22 ุᡤ ᙜேྡ⩏ࡢ࡚ࡍࡢ㈈⏘┠㘓ࢆ☜ㄆ 

2011/05/17 ุᡤ ᚋぢேࡀᙜேࡢඹྠྡ⩏ୗ2ࡿ࠶㌺┠ࡢື⏘ࢆฎศ
 ពྠࡇࡿࡍ

2011/06/23 ุᡤ 1࢝᭶ࡢබ♧ᮇ㛫⤊ࠊᐙᒇ1㌺ࡢฎศྠព㛵ࡿࡍබᩥ
᭩ࢆṇᘧⓎ⾜ ϭϱ�

Ẹἲࡢᡂᖺᚋぢ᪂ไᗘࡢᐇ�

孟䏡䖬懰Ḛノȝ䦉ᷘᵸ�

 ᭶࢝5

ᖺᗘ ᪂つཷ

⌮⌮௳ᩘ 

ᆅ ᪉  ุ ᡤ ᚋ ぢ ᐉ ࿌  ௳ ࡢ ⤊ ⤖ ≧ ἣ  

ྜィ ㄆྍ 㒊ศⓗㄆྍ 
㒊㒊ศⓗᲠ༷ 

Რ༷ ⿵ຓᐉ࿌
 ࡢࡑ ኚ᭦ ᧔ᅇ ⟶㎄⛣㌿

⥲   ィ 36,918 35,942 24,511 79 1,849 2,453 6,302 390 358 
 2010ᖺ 4,172 3,881 2,461 1 162 321 872 31 33 
2011ᖺ 4,164 4,167 2,680 3 181 370 867 26 40 
2012ᖺ 6,119 5,639 3,782 8 277 398 1,046 62 66 
2013ᖺ 7,191 7,138 4,947 31 411 412 1,191 62 84 
2014ᖺ 7,433 7,435 5,205 19 389 497 1,143 106 76 
2015ᖺ 7,839 7,682 5,436 17 429 455 1,183 103 59 

/Ŷ�^ƵŵŵĂƌǇ�
�DĞƌŝƚƐ�ŽĨ�EĞǁ�'ƵĂƌĚŝĂŶƐŚŝƉ�

ϭϲ�

ᚋぢ⏦❧࡚�
ಸቑࡢఙࡧ�
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ᖺᗘ ᪂つཷ

⌮௳ᩘ 

ᆅ ᪉  ุ ᡤ ⿵ ຓ ᐉ ࿌  ௳ ࡢ ⤊ ⤖ ≧ ἣ  

ྜィ ㄆྍ 㒊ศⓗㄆྍ 
㒊ศⓗᲠ༷ 

Რ༷ ᚋぢᐉ࿌
 ࡢࡑ ኚ᭦ ᧔ᅇ ⟶㎄⛣㌿

⥲   ィ 2,462 2,384 1,216 3 233 294 583 18 37 
 2010ᖺ 337 316 167 1 19 30 93 6 
2011ᖺ 325 318 166 21 55 67 1 8 
2012ᖺ 344 313 159 24 38 82 6 4 
2013ᖺ 454 435 219 54 55 100 2 5 
2014ᖺ 473 476 232 53 66 119 1 5 
2015ᖺ 529 526 273 2 62 50 122 8 9 

/Ŷ�^ƵŵŵĂƌǇ�
�DĞƌŝƚƐ�ŽĨ�EĞǁ�'ƵĂƌĚŝĂŶƐŚŝƉ�

ϭϳ�

⿵ຓ⏦❧࡚�
ሀㄪቑຍ�

⟶ᶵ㛵♫⚟♴⤌⧊ࡿࡅ࠾‴ྎࡢᡂᖺᚋぢ⫋ົᐇ⾜ࡢ⌧ἣ◊✲ 

2015ᖺ 
௳ศ㢮 

ཷ⌮௳ᩘ ⤊
⤖⤖

௳௳ 

ᮍ
⤖⤖

௳௳ 

⤊⤖≧ἣ ⤊⤖௳ࡢ⏦❧࡚ே 

⥲
ィィ 

᪤
ᏑᏑ 

᪂
つつ 

ィ  
 
ㄆ
ྍྍ  

㒊
ศศ
ⓗ
ᲠᲠ
༷
࣭࣭

㒊
ศศ
ⓗ
ㄆㄆ
ྍ 

Რ
༷༷  

ᚋ
ぢぢ
ᐉ
࿌࿌

ኚኚ
᭦  

  

⿵
ຓຓ
ᐉ
࿌࿌

ኚኚ
᭦   

᧔
ᅇᅇ  

⟶
㎄㎄
⛣
㌿㌿  

ࡑ
ࡢࡢ
  

ィ  ᮏ
ேே  


⟶⟶
ᶵ
㛵㛵  

♫

⚟
♴♴
⤌
⧊⧊ 

㓄
അഅ
⪅
ཪཪ
ࡣ
ぶぶ
᪘ 

ࡑ
ࡢࡢ
 

⥲                ィ 9,677 1,309 8,368 8,208 1,469 8,208 5,709 19 491 50 455 1,305 111 68 8,208 40 81 77 7,981 29 

ᚋぢᐉ࿌௳ 9,038 1,199 7,839 7,682 1,356 7,682 5,436 17 429 455 1,183 103 59 7,682 19 75 68 7,494 26 

ᚋぢᐉ࿌  6,133 975 5,158 5,010 1,120 5,010 3,333 2 158 442 940 81 54 5,010 4 51 59 4,878 18 

ᚋぢᐉ࿌ྲྀᾘ1 34 1 13 49 1 13 13 9 13 49 10 49 51 10 61 ࡋ 

ᚋぢᐉ࿌ኚ᭦ 7 7 5 3 5 2 1 2 5 5 7 

ᚋぢேࡢ㑅ᐃ/ኚ᭦  327 55 272 299 52 299 234 2 25 33 3 2 299 4 7 284 4 

   2,510 159 2,351 2,319 171 2,319 1,854 13 236 195 18 3 2,319 2 19 2 2,293 3ࡢࡑ

⿵ຓᐉ࿌௳ 639 110 529 526 113 526 273 2 62 50 122 8 9 526 21 6 9 487 3 

⿵ຓᐉ࿌ 511 92 419 411 99 411 209 33 50 107 5 7 411 6 4 9 391 1 

⿵ຓᐉ࿌ྲྀᾘ1 16 14 31 2 8 11 10 31 4 31 32 3 35 ࡋ 

⿵ຓᐉ࿌ኚ᭦ 3 1 2 2 2 2 2 1 1 

⿵ຓேࡢ㑅ᐃ࣭ኚ᭦ 47 9 38 47 7 47 26 2 13 4 2 47 1 1 45 

� 43 5 38 35 3 35 26 5 3 1 35 34 1 ϭϴࡢࡑ
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⟶ᶵ㛵♫⚟♴⤌⧊ࡿࡅ࠾‴ྎࡢᡂᖺᚋぢ⫋ົᐇ⾜ࡢ⌧ἣ◊✲�

2015ᖺ 
௳ศ㢮 

ᚋぢ/⿵ຓᐉ࿌ࡓࡅཷࢆ⪅ ᚋぢே/⿵ຓே 

ィ 18↢
ᮍ‶ 

18↢
௨ୖ
20↢
ᮍ‶ 

20↢
௨ୖ
40↢
ᮍ‶ 

40↢
௨ୖ
60↢
ᮍ‶ 

60↢  
௨ୖ 

ᛶู ᚋぢேࡢศ㢮 

ィ ⏨ ዪ 
ࡑ
ࡢ
 

ィ 

⟶
ᶵ
㛵 

♫

⚟
♴
⤌
⧊ 

㓄
അ
⪅
ཪ
ࡣ
ぶ
᪘ 

ࡑ
ࡢ
 ⏨ ዪ ⏨ ዪ ⏨ ዪ ⏨ ዪ ⏨ ዪ ⏨ ዪ 

⥲ィ 2,451  1,900  3  6  7  9  432  246  740  417  1,269  1,222  4,517  2,282  2,112  123  4,517  107  27  4,372  11  

ᚋぢᐉ࿌௳ 2,267  1,789  3  6  6  7  360  211  687  386  1,211  1,179  4,205  2,143  1,952  110  4,205  98  21  4,077  9  

ᚋぢᐉ࿌⏦❧࡚ 2,117  1,680  3  5  6  7  338  199  607  341  1,163  1,128  3,935  2,002  1,834  99  3,935  89  19  3,818  9  

ᚋぢᐉ࿌ྲྀᾘ12  1  13  1  6  6  13  2  2  2  5  2  4  6  11 ࡋ  

ᚋぢᐉ࿌ኚ᭦ 2  2  2  2  2  2  

ᚋぢேࡢ㑅ᐃ/ኚ᭦ 139  101  1  18  10  75  43  46  47  255  133  112  10  255  8  2  245  139  

⿵ຓᐉ࿌௳ 184  111  1  2  72  35  53  31  58  43  312  139  160  13  312  9  6  295  2  

⿵ຓᐉ࿌⏦❧࡚ 162  99  1  2  67  32  42  26  52  39  274  125  138  11  274  7  6  259  2  

⿵ຓᐉ࿌ྲྀᾘ1 1 2  1  3 ࡋ  

⿵ຓᐉ࿌ኚ᭦ 1 1  1   1 2 1 1  2 1  1  

⿵ຓேࡢ㑅ᐃ/ኚ᭦ 
 18  10  5  3  8  5  5  2  36  14  21  1  36  1  35  18  

ϭϵ�

9 ᐙᐙ㛗ᅋయࡢ௦⾲ࡀᚋぢᐉ࿌⿵ຓᐉ࿌㛵ࡿࡍ

ಶࡢࠎ௳ࡢウㄽཧຍ 

9 ⟶ᶵ㛵♫⚟♴⤌⧊ࡀಶࡢࠎ௳ࡢ⏦ㄳཪ

 ධᴟⓗ✚ᚋぢࡣ

9 ุᡤࡀᙜ⪅᭱ࡢၿࡢ┈ᇶ࡙ࡁᚋぢேཪ

 ௵㑅ᙎຊⓗࢆຓே⿵ࡣ

9 ุᡤࡀᚋぢᐉ࿌ཪࡣ⿵ຓᐉ࿌ࡢ⪅ࡓࡅཷࢆᶒ

�᥋┘╩ ϮϬ┤ࢆ┈

Ẹἲࡢᡂᖺᚋぢ᪂ไᗘᐇࡵࡲࡢ�
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Ϯϭ�

7KDQN�\RX�IRU�\RXU�DWWHQWLRQ��
�
�

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarl aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Guardianship over Adults 

3DUHQWV¶�$VVRFLDWLRQ�IRU�3HUVRQV�ZLWK�,QWHOOHFWXDO�'LVDELOLWLHV�
in TAIWAN 


